
  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-1   新規求人の変動要因

最近の新規求人の増加を生産,設備投資,賃金コストで説明する回帰式を推計した。

(1) 製造業新規求人関数

(2) 事業所規模別新規求人関数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-2   生産増に対する労働投入内容の変化

生産増に対する労働投入内容が第1次石油危機を境にどのように変化したかをみるため,以下の回帰式を推
計した。

(1) 雇用者関数

(2) 労働時間関数

記号説明等
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-3   女子完全失業者の変動要因

最近の女子完全失業者の変動要因を探るため,次の回帰式を推計した。

数式

上式により,最近の女子完全失業者増減の要因分析を行った結果は,以下のとおりである。

第1表 女子完全失業者増減の要因分析
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-4   事業所数および従業者数の増加形態別分割

総理府統計局「事業所統計調査」の事業所数および従業者数の変動を,1)事業所の新設に伴う増加と2)既
設事業所における従業者の増減とに分割した。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-4   事業所数および従業者数の増加形態別分割
(1)   新設事業所数等の推計方法

「事業所統計調査」における「設立年次階級別事業所数および従業者数」を資料として用いた。この集
計表において最も設立年次の新しい階級に属する事業所数および従業者数に,以下の方法で定めた比例定
数を乗じたものを,前回調査時点から今回調査時点までに新設された事業所数および同事業所に属する従
業者数とした。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-4   事業所数および従業者数の増加形態別分割
(2)   比例定数の定め方

例えば,50年調査実施時点(50年5月15日)から53年調査時点(53年6月15日)までに新設された事業所数およ
びそこでの従業者数を求める場合,「設立年次階級別表」における最も新しい設立年次階級は「51～53
年」であるから,時点間の関係は次のとおりである。

集計結果では,51年以降の29.5か月間の新設状況が把握されているので,50年5月15日以降37か月間の新設
状況に換算するための比例定数を37129.5とした。

以上の考え方に沿って,各調査時点間について比例定数をつぎのとおり定めた。

第1表 調査実施時点間別の比例定数算出の基礎数値および比例定数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-5   生産性あるいは相対的な生産性による製造業業種の分類

通商産業省「昭和52年工業統計表」を用いて,製造業の業種を付加価値生産性の水準により評価,分類し
た。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-5   生産性あるいは相対的な生産性による製造業業種の分類
(1)   付加価値生産性による評価

製造業全体の付加価値生産性(1人当たり付加価値価額)は482万4千円/人である。付加価値生産性がこの
平均値を10%以上上回る業種を付加価値生産性が高い業種,10%以上下回る業種を付加価値生産性が低い
業種とした。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-5   生産性あるいは相対的な生産性による製造業業種の分類
(2)   相対的な付加価値生産性による評価

業種別に付加価値生産性と1人当たり有形固定資産額を算出し,このクロスセクション・データを用いて,
付加価値生産性と1人当たり有形固定資産額との関係式を推計すると次式のとおりである。

数式

業種別に,上式に1人当たり有形固定資産額(X2)を代入して得られる付加価値生産性の推計値(X^1)と実績
値(X1)を比較し,実績値が推計値を10%以上上回る業種を相対的に付加価値生産性が高い業種,実績値が推
計値を10%以上下回る業種を相対的に付加価値生産性が低い業種とした。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-5   生産性あるいは相対的な生産性による製造業業種の分類
(3)   評 価

各業種について上記評価を行った結果と,付加価値額および従業者の構成比の推移は次表のとおりであ
る。

第1表 付加価値生産性についての評価の結果および付加価値,従業者構成の変化
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-6   成長率,最終需要構成の変化が就業構造に与える影響(試算)

成長率が同じであっても,最終需要構成の違いによって,産業別の就業構造あるいは就業者数は違ってく
る。そこで,仮に50～54年間の成長率が実績値を下回ったとした場合,最終需要構成の違いが就業者の増加
や産業別就業構造にどのように影響したかを試算してみた。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-6   成長率,最終需要構成の変化が就業構造に与える影響(試算)
(1)   試算の方法

1) 50～54年間の成長率(実績値)は年率5.96%であったが,この間の成長率が仮に年率5.0%であった
とする。その際,最終年である54年の最終需要の項目別構成として次の3通りを仮定する。

1) 54年の実績と同じであった場合(54年実績型) 

2) 1978年のアメリカの最終需要構成と同じであった場合(アメリカ型) 

3) 民間消費の割合を高くした場合(消費依存型(注)) 

それぞれの最終需要構成は第1表のとおりである。

第1表 前提とした最終需要構成

2) 最終需要構成と,50年産業連関表の「最終需要項目別産業別生産誘発係数表」により,最終需要1単
位当たり産業別生産誘発額,その結果として産業別生産構造が求められる。

さらに,産業別生産誘発額に「産業別就業係数(注)表」を乗じて,産業別就業者数と産業別就業構造,
また最終需要1単位当たり就業誘発係数が求められる。

以上の方法により,1)で設定した3つの最終需要構成について,産業別生産構造,産業別就業構造,最終
需要1単位当たり就業誘発係数を試算した結果は第2表のとおりである。

(注) 54年の産業別就業係数は,50年産業運関表から求めた50年の就業係数を「国民経済計算」ベースの50～53年間の就業
係数変化率により変換し,この間の生産性の上昇が反映するようにした。

昭和54年 労働経済の分析



第2表 産業別生産構造,就業構造および最終需要1単位当たり就業誘発係数

3) 50～54年間の成長率を想定し,これと50年の国民総支出(実績)から54年の国民総支出を求める。
これに最終需要1単位当たり就業誘発係数および産業別就業構造を順次用いて,全産業就業者数およ
び産業別就業者数が得られる。これから50年実績値を減じれば50～54年間の産業別就業者増減数が
得られる。 

この推計方法により,さぎの3つの最終需要構成を前提にして定まる54年における産業別就業者数および
50～54年間における産業別就業者増減数は第3表のとおりである。

第3表 産業別就業者数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
1-6   成長率,最終需要構成の変化が就業構造に与える影響(試算)
(2)   推計結果にみられる特徴点

50～54年間の経済成長率は年率5.96%であった。この間の就業者増減数は625万人で,うち317万人を2次
産業で,283万人を3次産業で占める。

50年から54年間の経済成長率が実績よりも約1%低い年率5%であった場合については,54年の最終需要構
成について3通りのケースを想定したが,それぞれにおける産業別就業者構成の特徴は以下のとおりであ
る。

1)最終需要構成が,実績と同一であった場合(ケース1),就業者の増加は,実績を約200万人下回る。産
業別には,1次産業で34万人,2次産業で75万人,3次産業で92万人とそれぞれ実績を下回っている。 

2) 54年の最終需要構成がアメリカ型となった場合(ケース2),就業者増加は実績を80万人下回るが,
ケース1に比べると小幅である。産業別には,2次産業で実績を314万人と,著しく下回る一方,1次産業
で135万人,3次産業で115万人実績を上回る。 

3) 54年め最終需要構成が消費依存型となった場合(ケース3),就業者増加は実績と同じになる。しか
し,産業別就業構成は実績と大きく異なり,2次産業では414万人実績を下回る一方,1次産業で265万
人,3次産業で149万人実績を上回るようになる。なお,このケースについて50～54年間でみれば2次
産業では97万人の減少となり,就業者は1次産業と3次産業だけで増加することになる。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-1   短期的な卸売物価および消費者物価の変動要因を測定するための回帰式
の推計(四半期ベース)

卸売物価の国内品および消費者物価の商品の短期的変動要因を分析するための回帰式を推計した。

(1) 卸売物価(国内品)

(2) 消費者物価(商品)

(3) 卸売物価(消費財)
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-2   主要ナショナルセンターの賃上げ要求基準およびその根拠等の推移

2-2 主要ナショナルセンターの賃上げ要求基準およびその根拠等の推移
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-3   産業別賃金決定要因と賃金決定関数

(1)製造業業種別賃上げ率と賃金決定要因との単相関係数
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(2)製造業業種別賃金決定関数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準

各国の労働組合は,どのような根拠により賃金引き上げ要求基準を設定するか,アメリカ,イギリス,西ドイ
ツ各国の労働組合のナショナルセンターおよび主要な産業別労働組合に問い合わせて得た回答の要点は
次のとおりである。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準
(アメリカ)
(1)   AFL・CIO(アメリカ労働総同盟・産業別組合会議,組合員1,670万人)

要求根拠 1)労働生産性 2)生計費 3)同一地域または産業の同一職種の賃金水準 4)企業収益(企業レベルの
交渉)

(備考)

1) 労働生産性としては一般的に製造業の長期的な労働生産性上昇率(年率約2.5～3%)がとられる。 

2) 生計費としては,一般的に勤労者世帯の消費者物価を基礎とする(物価スライドのない場合は上昇
見通し)。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準
(アメリカ)
(2)   UAW(全米自動車労働組合,組合員150万人)

要求根拠 1)労働生産性 2)生計費

(備考)

1) 労働生産性としては,全民間部門の長期的なすう勢がとられる(年率3%)。 

2) 生計費条項による賃金引上げは3か月ごとに行なわれる。調整幅は消費者物価が0.3(1981年2月以
降は0.26)ポイント上昇するごとに時間当たり賃金を1セント引上げるという形で行われる。

消費者物価としては,アメリカ,カナダ両国の消費者物価の加重平均が用いられる。 

3) 上記方式による賃金引上げは30年前から採用されている。 

4) 協約期間3年である。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準
(イギリス)
(1)   TUC(労働組合会議,組合員1,213万人)

要求根拠 1)消費者物価 2)賃金比較 3)労働生産性 4)企業収益

(備考)

1) インデクセーションはほとんど採用されていない。 

2) 賃金比較は公共サービス部門で顕著である。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準
(イギリス)
(2)   AUEW(合同機械工労働組合,組合員148万人)

要求根拠 1)消費者物価 2)労働生産性(3)賃金比較4)企業収益が考慮される場合もある。)

(備考)

1) 消費者物価としては,過去12か月間の消費者物価上昇率がとられる。

ただし,インフレが先行きこう進すると考えられる場合には将来の物価上昇見通し値も考慮される。

2) 労働生産性は,交渉レベル(全国,企業等)により採用資料は異なる。 

3) ゛比較″は,賃金についてよりも,労働時間,休日等の労働条件の変更を行う場合に多く採用され
る。 

4) 企業収益は,企業ないし工場段階で適宜採用される。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-4   主要国の労働組合の賃金引上げ要求基準
(西ドイツ)
(1)   I.G.Metall(金属労働組合,組合員は金属機械産業労働者260万人)

要求根拠 1)労働生産性見通し(1980年の場合3.5%)2)生計費の上昇見通し(同4.5%)3)労働分配率の引上げ
分(同2.5%)

(備考)

1) 労働生産性の上昇見通し値は,実質国民総生産,就業者の見通し値による。 

2) 生計費の上昇見通し値は,消費者物価の上昇見通し値による。 

3) 労働分配率の引上げ分は,毎年要求根拠になるとはかぎらない。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-5   主要国における1980年春を中心とする賃金交渉結果
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-6   物価スライド制をめぐる最近の動き

賃金の物価スライド制については・賃金,物価の悪循環を招くとする見解とそうした影響力を否定する意
見がある。以下は最近の各国の情報を要約してとりまとめたものである。なお,物価スライド制に相当す
る用語としては,インデクセーション,エスカレーター条項,生計費条項(COLA)等様々のものがある。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-6   物価スライド制をめぐる最近の動き
(アメリカ)生計費条項(COLA)の適用状況とインフレ補償の程度

1) 適用率は低い:非農業就業者の10%,900万人に適用される。組合員1,000人以上の主要労働組合(組
合員数960万人,全労働者の10%をカバー)に限ってみれば60%弱,550万人が適用対象。

〔以下は組合員1,000人以上の主要労働組合に関する記述である〕 

2) 適用労働者数の推移：1971年300万人→1977年600万人→1980年550万人 

3) 適用労働者は大労組に多い:主要労働組合の協約中,COLAのある労働組合の平均組合員数は6,800
人,COLAのない労働組合の平均組合員数は3,000人。 

4) 定産業に集中:輸送用機械,通信,運輸,金属の4産業でCOLA適用者の49%を占める。 

5) 特定の組合に集中:自動車労働組合,通信労働組合,チームスターズ,鉄鋼労働組合の4組合の組合員
でCOLA適用者の48%を占める。 

6) 長期労働協約に多い:労働協約期間1年では3%,同2年で17%,3年で71%が適用対象。 

7) 消費者物価指数と連動：90%はアメリカの都市平均消費者物価指数による。 

8) COLA方式:消費者物価0.3ポイント上昇につき時間あたり1セントの賃金上昇を規定するものが多
い。 

9) COLAによるインフレ補償率:COLAによるインフレ補償率は,1979年1～9月で56%,1968～77年平
均で57%。1959年当時はCOLAは物価上昇を十分に補償していた。 

10) COLAが物価上昇分を100%補償しえない理由:

(イ)8)の方式によっては時間あたり賃金が6.38ドル以下の労働者しか100%補償されない。大
労組の労働者の平均賃金は1978年で8.44ドルである。 

(ロ)COLAによる賃金引上げに上限を設けている協約が4分の1ある。 

(ハ)調整にタイムラグがある。すなわち43%は年1回,39%は四半期ごと,15%は半年ごとの調
整である。 

(ニ)協約締結初年度にはCOLAを適用しないものが51%を占める。 

(ホ)付加給付の引上げと相殺される場合がある。 

(ヘ)一定率以上の物価上昇があった場合にのみCOLAを適用する協約がある。 
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11) COLAのある協約の方が当初の賃上げ率は低い:1977年締結協約の前協約期間の賃上げは,COLA
のないもの8.3%,COLAのあるものは当初5.9%,COLA調整後10.1%。ただし分析期間の特有性等があ
り,COLAのある協約の方が,ない協約よりも賃金圧力が強いかどうかは未だ結論しえない。 

12) 現実の賃金と消費者物価との関係：1978年の賃金引上げ率は物価上昇率を下回って労働者の購
買力は低下した。COLA適用対象労働者も物価上昇分を十分に取りもどしていない。 

(参考)1,000人以上の労働組合員を有する主要労働協約による賃金率,上昇率,COLA等調整済み賃上げ率お
よび物価の動向 1974-78年

(参考)1,000人以上の労働組合員を有する主要労働協約別COLA適用労働者割合(1979年11月)
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-6   物価スライド制をめぐる最近の動き
(イタリア)スカラモビレをめぐる意見

1) 現行制度:毎年の2,5,8,11月に,物価手当指数が1ポイント上昇するごとに2,389リラ(一律定額)を物
価手当に加算する。 

2) 学者の見解:原油等国際的な要因による物価上昇を補填する賃金引上げはインデクセーションか
ら除外する。海外原料高に起因する物価上昇によって失なわれた所得の補填は,戻し減税によって行
うべきである(Spaventa教授)。 

3) 政府の見解2)の見解を支持する。 

4) 使用者の見解:スカラモビレはインフレを促進するので廃止もしくは大幅な変更をすべきであ
る。改革案として,政労使が年初に今後1年間に労働者に支払う賃金の最高限度を設定し,現実の生計
費指数の上昇がこれを上回る場合には,差額を減税によって補填する(イタリア工業連盟Ca1i会長)。 

5) 労働組合の見解:定額引上げのため現行物価スライド制は物価上昇に十分対応していない(76%し
か補填していない)。名目賃金の上昇が租税負担の増大につながっているので減税を要求する(イタ
リア労働総連合の研究機関CREL)。 

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和54年 労働経済の分析



  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-6   物価スライド制をめぐる最近の動き
(ルクセンブルグ)インデクセーションをめぐる意見

1) 現行制度:消費者物価が2.5%上昇するごとに賃金を2.5%引上げる(法律で定められていて,民間,公
共部門ともに適用される)。 

2) 経済社会審議会(公労使からなる政府の諮問機関)の報告要旨：

(1)インデクセーションは過去にルクセンブルグ社会の平和を守るために多大の貢献をしてき
た。しかし,この制度は現在のような経済危機の時期には労働者間の格差をゆがめ,インフレを
加速する可能性がある。 

(2)消費者物価指数の改善をはかるとともに,賃金によって決定される項目を除外した指標を作
成し,インフレ傾向がビルトインされるのを制限すべきである。 

(3)インデクセーションの適用範囲を現行(原則として賃金と年金を対象としている)以上に拡
大すべきではない。 

3) 経営者の見解:インデクセーションはインフレを促進するので少くとも一時的に停止すべきであ
る。 

4) 労働組合の見解:インデクセーションはインフレ促進的ではない。インデクセーションのない国
の方が物価上昇が著しい。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-6   物価スライド制をめぐる最近の動き
(オランダ)所得政策の再導入

1) 1980年賃金交渉に対する政府の方針:1980年の中央賃金協約が賃金の実質増加を1%以内に抑制
しなければ所得政策を導入する。 

2) 賃金凍結措置(1980年1～4月):中央交渉の決裂にともない3か月間の賃金凍結措置がとられた。 

3) 1981年末を限度とする賃金統制権限の確立(1970年法の改正)。 

4) 所得規制の内容:

(1)1980年1月11日前に締結された協約または1980年月28日以前に発効する協約について
は,1980年前半のCOLAによる賃金引上げを認める。 

(2)1980年下期のCOLA条項については,その実行を停止し,賃上げの限度を月26ギルダー(1980
年2月現在1ギルダー=126.7円),法定最低賃金(1826.5ギルダー)を得ている労働者については36
ギルダーとする。 

(3)年収3万ギルダー以下の労働者には年136ギルダー,同3万ギルダー以上の労働者には100ギ
ルダーの減税を行う。 

(4)年齢,勤続,功績等による賃金引上げのための源資の増加は0.75%以内とする。ただし汚れ作
業,重労働,生産性協定に対してはこの限度をこえる賃上げを認める。 

(5)労働協約による休暇の限度を22日とする(法定下限は15～18日,労働協約の現状は20～22
日)。 

5) 労使の反響:賃金総粋の規制,政府の労使交渉への介入の強化を労使双方ともに批判している。労
働組合は,賃金の自動的調整が事実上禁止されることに反発し,使用者は需給の逼迫した技能労働者
の確保が賃金の総枠規制により困難になることを危惧している。 

資料出所 アメリカ 労働省“Monthly LaborReview”1979年6月,12月,1980年1月

オランダ 社会省“1980 Wage ControL Regulation”

その他“European IndustrialRelations Review”
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-7   主要国の賃金上昇率と労働力需給との関係

主要国の賃金上昇率と労働力需給との関係を計測した。

第1表 賃金上昇率と労働力需給との関係
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-8   主要国の賃金関数と賃金上昇要因

日本,アメリカ,イギリス,西ドイツ各国の賃金上昇を消費者物価上昇率,労働力需給,企業収益等で説明する
回帰式を推計し,賃金上昇の要因分析を行った。

第1表 主要国の賃金関数

第2表 主要国の賃金上昇の要因分析
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-9   主要国における賃金,物価の相互波及(試算)

日本,アメリカ,イギリス,西ドイツ各国の賃金と物価の相互波及度係数を賃金関数と消費者物価関数を用い
て試算した。

第1表 賃金,物価の相互波及度係数

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和54年 労働経済の分析



  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-10   主要国における食料品,サービス価格の推移

日本,アメリカ,西ドイツ各国における消費者物価のうち食料品価格,サービス価格の推移をまとめ,それぞ
れの上昇率と食料品を除いた商品価格の上昇率との格差を計算した。

第1表 日本,アメリカ,西ドイツ各国の消費者物価のうち,商品価格に対する食料品,サービス価格の上昇率格

差

第2表 日本,アメリカ,西ドイツ各国の消費者物価の推移
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-11   規模別(大企業性,中小企業性)卸売物価上昇率の国際比較

日本,アメリカ,西ドイツの大企業性,中小企業性の卸売物価上昇率を試算した。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-12   主要国の物価関数

(1)日本,アメリカ,イギリス,西ドイツ各国の卸売物価上昇を賃金コスト上昇,輸入物価上昇,製品需給
判断などで説明する回帰式を推計した。

第1表 卸売物価関数

(2)日本,アメリカ,イギリス,西ドイツ各国の輸出物価の上昇(ドルベース)を卸売物価と対ドル為替
レートの変動で説明する回帰式を推計した。
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第2表 輸出物価関数

(3)日本,アメリカ,イギリス,西ドイツ各国の消費者物価上昇率を賃金(1人当たり雇用者所得)上昇率,
労働生産性上昇率,卸売物価上昇率で説明する回帰式を推計した。

第3表 消費者物価関数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-13   産業連関表による価格分析

産業連関表を用いて,原油等輸入原材料価格の上昇および賃金上昇の物価への波及効果を試算した。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-13   産業連関表による価格分析
(PPIベースのコスト上昇率の算式)

(1)原油等海外1次産品価格上昇の場合

△lPdt=△Pmt・Amt・(1-Adt)-1……(1)

(2)電気・ガス等公共部門の料金改訂の場合

△Pdt=△Pxt・Adxt・(1-Adt)-1……(2)

(3)賃金上昇の場合

△Pdt=△Vt,(1-Adt)-1……(3)

△Pd:国内品生産者コストベクトル,△Pm:輸入品価格ベクトル,△Px:電力など公共部門の価格ベクト
ル,Ad:国内品投入係数行列,Am=輸入品投入係数行列,Adx:公共部門投入係数行例,△V:付加価値ベクト
ル,△は増減率,添字のtは転置行列,-1は逆行列を示す。

なお,産業計のコスト上昇率は産業別コスト上昇率に産業別国内生産額ウェイトを乗じて試算した。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-13   産業連関表による価格分析
(WPI,CPIベースの購入者コスト上昇率の算式)

△P=W1・(△Pd)+W2・(△Pw)＋W3・(△Pc)+W4(△Pt)……(4)

△P:卸売段階もしくは小売段階での購入者コスト上昇率,△Pd:当該部門の生産者コスト上昇率,l八パ卸売
業の生産者コスト上昇率,△Pc:小売業の生産者コスト上昇率,△Pw：t:運輸業の生産者コスト上昇率,Wi:卸
売段階での購入者コスト上昇率を試算するときには「国内生産額計」の商業,運賃マージン表のウエイト
を使用し(W1+W2+W4=1, W3=0),小売段階での購入者コスト上昇率を試算するときには「家計消費支
出」のそれを使用した(Wl+W2十W3+W4=1)。なお,卸売物価,消費者物価ベースの上昇率はそれぞれの指
数のウエイトを該当する産業別購入者コスト上昇率に乗じて試算した。

(注)この試算は自国通貨ベースによる輸入価格の10%上昇を前提にした理論値であって,生産者販売価格
の10%上昇を前提とするものではない。

第1表 輸入原油価格10%上昇の生産者コスト等への影響
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第2表 海外1次産品価格上昇の生産者コスト等への影響
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第3表 電気・ガス料金10%上昇の生産者コスト等への影響
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第4表 賃金10%上昇の生産者コスト等への影響

昭和54年 労働経済の分析



昭和54年 労働経済の分析



第5表 53年の賃金コスト変動の物価に与える影響
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第6表 産業別(生産コスト,生産額)影響力係数の国際比較
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-14   3次産業就業者関数

3次産業就業者数を消費支出構造要因,労働生産性の格差,物財部門の成長要因で説明する回帰式を推計し,3
次産業就業者の増加について要因分析を行った。

第1表 3次産業就業者関数

第2表 3次産業就業者の増加要因
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(備考)上記のモデルの基本的な考え方は次のとおりである。

数式
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-15   規模別にみた労働生産性上昇率および物価上昇率(製造業)

製造業について規模別にみた労働生産性と物価を次の方法により算出した。

数式

結果は次のとおりである。

第1表 規模別労働生産性
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第2表 規模別物価
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-16   主要国の産業別労働生産性(SNAベース)

日本,アメリカ,西ドイツの国民所得ベースの労働生産性を算出した。

第1表 主要国の労働生産性上昇率等
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第2表 2次産業(製造業)と1次,3次産業間の労働生産性格差
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-17   日本,アメリカの労働生産性関数

日本とアメリカの製造業の労働生産性について,資本装備率,資本新鋭度,技術進歩率で説明する回帰式を推
計した。

(日 本)

(アメリカ)
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-18   製造業の欠勤率
(1)   労働時間ベースの年間欠勤率(有給休暇時間を除く)

(計算方法)

年間欠勤率=年間欠勤時間/年間所定労働時間=1-(年間出勤時間+年間有給休暇時間)/年間所定労働時間

=1-〔{月間所定内実労働時間×12}+{((注)1日当たり所定労働時間)×(有給休暇利用日数)}/1日当たり所定
労働時間×所定出勤日数〕

(注) 1日当たり所定労働時間=(週間所定労働時間)／(7-週間休日日数)

第1表 労働時間ベースの年間欠勤率
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
2-18   製造業の欠勤率
(2)   年間欠勤日数(有給休暇を含む)

(計算方法)

年間欠勤日数=年間所定出勤日数-年間実出勤日数

={365日-年間週休日数＋国民の祝日十特別休暇

＋年末年始の休日)}-{月間実出勤日数×12}

年間週休日数は週休形態別に,例えば週休1日制および週休1日半制の場合は52日,完全週休2日制の場合は
104日とし,それぞれの週休形態別労働者数の割合を用いて推計した。

第2表 年間欠勤日数
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-1   1950～2000年労働力人口の推計方法等

ILOは1977年に1950～2000年の労働力人口の推計を行なっている。その具体的推計方法は以下のとおり
である。

1) 人口は国連の性,年齢別人口推計に依拠している。 

2) 労働力率は1950-60,1960-70年に各国で経験したパターンをたどると仮定して推計している。

(推計のための一般的手続き)

各国に対して同一の推計方法が適用される。男子の場合の推計手続きは次のとおり。 

1) 1970-80,1980-90,1990―ュ00Oの各期間における男子農業労働力人口の変化を想定し,それに
よって1980,1990,2000年における男子農業労働力人口を予測する(予測にあたって用いられた推計
式は次のとおり)。

Y1970-1980=4.83370-0.842485X70+0.0147421X270。-0.OOOO7027X370

Y1980-1990=5。17113-0.914528X80+0.016150X280。-0.OOO07776X380

Y1990-2000=5。58638-0.965451X90+0.0171448X290-0.00008306X390

X:男子農業労働力人口の男子労働力人口に占める割合

Y:特定の10年間における変化率(%ポイント) 

2)特定年齢の男子労働力率の変化率およびそのパターンは1)で決定された1980,1990,2000年の男子
農業労働力人口の予測値を用いて次の回帰式によって決定する。
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3) 2)の結果を用いて1970-1980年,1980-1990年,1990-2000年の労働力率の変化率を算出する。 

4) 1980,1990,2000年における労働力率を推計するため,3)で得た労働力率の変化率を1970年の当該
国の特定の性,年齢の労働力率の実績にあてはめる。 

5) 上記によって得られた労働力率を対応する性,年齢別の推計人口(国連,中位値による)に乗じて
1980,1990,200α手の性,年齢別の労働力人口を決定する。 

(参考)推計の具体例(ケニア,男子55～64歳の場合) 労働力率および労働力人口の産業別分布
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推計手続1) 男子農業労働力人口の男子労働力人山こ占める割合の将来 推計

推計手続2) 手続1)の男子農業労働人口の水準によって推計される理論的労働力率

推計手続3) 年齢別労働力率の10年間における理論的変化率
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推計手続4) 1980,1990,2000年における年齢別推計労働力率

推計手続5) 1980,1990,2000年における年齢別労働力人口の推計

(参考)

将来における男子高年齢(55歳以上)労働力人口の,全体の労働力人口に占める比率は,高年齢層の労働力率
をどうみるかで異なってくるが,労働省統計情報部が以下のような前提条件の下に昭和70年の比率を試算
した結果によると,20%前後の結果が得られている。

前提条件
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―

最近,欧米諸国で,高年齢者の就業と引退の問題をめぐって議論が行われている。以下はこの問題について
の最近の情報を整理したものである。

1.部分年金制度の実施とその影響(スウェーデン) 

2.高年齢者の就業と引退に関する希望と実態(イギリス) 

3.高年齢者とパートタイム労働(イギリス) 

4.高年齢者の就業と引退に関する希望(フランス) 

5.柔軟性のある引退(EC) 

6.弾力的引退と年金の受給(各国) 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)

労働生活から突然完全な引退生活にはいることの弊害が,医学者,心理学者,社会学者等から指摘されてい
る。スウェーデンでは1976年7月の年金制度の改革によって,労働者が60歳から70歳の間に各自の必要と
希望に応じて引退年齢と引退の程度を選択できるようになった。とくに部分年金制度が導入されること
によって,パートタイム労働と部分年金とを結合することで労働の負担を軽減し,漸進的に引退できる新し
い途がひらかれた。以下は部分年金制度の概要,実施状況,評価等についての要約である。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金制度〕

60歳以後,フルタイム労働からパートタイム労働に移行した者(従来に比べて週労働時間を5時間以上短縮
した者)に対して,そのことに伴う収入減の65%を補填する年金制度である。部分年金を受給しても基礎年
金,付加年金(後述)は減額されない。

(部分年金受給と収入の変動に関する計算例)

(受給資格)60～65歳で,45歳以降最低10年間付加年金の受給資格を生じる雇用に従事し,過去12ヵ月間に少
なくとも5ヵ月間雇用された者(1980年の改正で自営業主も含まれることとなった)で,週当たりの平均労働
時間が17～35時間の者。

(財源)使用者の拠出する社会保険料(賃金の0.25%相当。利用者が多いため料率の引上げが検討されてい
る)。

(参考:スウェーデンの老齢年金制度)基礎年金と付加年金からなる。基礎年金(一律定額の年金)はすべての
スウェーデン人に65歳から支給される。

付加年金は基礎年金に加え,退職前の稼得所得に比例して支払われる。付加年金は,退職前の稼得所得の最
も高かった15年間の〔年収―基礎年金算定に用いた基礎額〕の60%(年金算定基礎額の7.5倍を限度)。年
金受給には加入期間30年以上が要件で,30年に満たない場合は不足期間に比例して減額される。
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月単位で年金の受給・停止(再労働力化)・年金の種類(フル年金,減額年金,半額年金,部分年金等)を選択で
きる。

60歳からの減額支給(減額率は月率0.5%),70歳までの繰り延べ支給(割増率月率0.6%),半額年金(60～70歳
の間半額,70歳以降フル年金受給,減額年金は終身減額年金となるが,半額年金は60～70歳の間だけ半額年
金となる)の各制度がある。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(1)   部分年金該当者と受給者

60～64歳人口48万人(男23.5万人,女24.5万人)。

部分年金受給資格のある者20万人(男14万人,女6万人)。

部分年金の受給を希望する者8万人,受給を希望しない者9万人,わからない者3万人(以上1976年第2四半
期)。

受給者5万人(男3.5万人,女1.6万人) (1980年2月現在)。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(2)   部分年金の受給を希望する者の希望理由

(2)部分年金の受給を希望する者の希望理由
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(3)   部分年金の受給を希望しない者の理由

(3)部分年金の受給を希望しない者の理由
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(4)   部分年金の受給を希望する者の就業時間の希望と実際

(4)部分年金の受給を希望する者の就業時間の希望と実際
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(5)   職場への影響

1) 制度の実施前には,部分年金希望者に十分な数のパートタイムの仕事が用意できるかどうか意見
がわかれていた。しかし,実際には労働者の要求があれば,多くの場合,上記(4)のような多様な形態の
労働時間が採用されることによって比較的円滑にパートタイムの仕事が導入された。 

2) 部分年金受給に伴なう職業や職種の変更は,全件数の2.3%ときわめて少ない。部分年金受給後も
従来の職務を続けることが労使双方にとって有利であるとしている。 

3) 部分年金制度の導入によって生産活動に支障をきたした例はほとんど 

ない。人員補充や休暇などによる作業プランの作成,繁忙時の残業について困難を感ずるとする企業
もあるが,概して長所をあげる企業が多い。

企業側からみた長所は,(イ)部分年金受給者の方が時間当たり労働生産性が高い,(ロ)部分年金制度に
より早期引退を回避できれば,熟練労働者を確保できる,(ハ)賃金コストと年金コストが軽減でき
る,(ニ)経営危機の場合,解雇の必要性が少なくなる,(ホ)若年者の新規採用が容易となる,(ヘ)病欠者が
減る,などである。 

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和54年 労働経済の分析



  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(6)   個人からみた部分年金

長所をあげるものが圧倒的に多い。個人の側からみた長所は,4)徐々に年金生活への移行ができる,(ロ)健
康状態がよくなる,(イ)将来引退した後も長く健康にすごせる,(ニ)仕事および仕事仲間との接触が続く(と
くに不況下では多くの者が仕事を確保できる),(ホ)働くのが楽しくかつ容易になる,(ヘ)余暇生活を豊かに
できる,(ト)経済的な損失が少なくてすむ,(チ)減額年金 の受給よりも社会的評価が高い,(リ)選択の可能性
が拡大する,(ヌ)自己実現の可能性が高まるなどである。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
1   部分年金制度の実施とその影響(スウェ-デン)
〔部分年金の実施と職場への影響〕
(7)   部分年金の社会への影響

社会的にみても長所が多く,1)就業率が増す,2)病気が予防でき医療コストが減る,3)繰り上げ年金を初めと
する他の年金システムの良い補助手段となる,4)部分年金受給者を余暇利用のリーダー,訓練,配偶者の看護
などに活用できる,5)コストは他の社会分野への支出が減少する結果,十分相殺できる。

資料出所 スウェーデン国家保険庁「部分年金の実施と職場への影響」(1978年6月),

「部分年金統計報告集」(1978年2月),

「部分年金について」(1980年2月)
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
2   高年齢者の就業と引退に関する希望と実態(イギリス)

高年齢者の就業と引退に関するイギリス雇用省と厚生省による男子55～72歳,女子50～72歳(面接時73歳
を含む)を対象とする調査結果のうち,男子に関する要約は以下のとおりである。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
2   高年齢者の就業と引退に関する希望と実態(イギリス)
(1)   高年齢者の就業と引退に関する希望(男子55～73歳)

1) 就業と引退についての希望

2) 引退希望年齢

3) 就業の理由
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4) 引退形態についての希望
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
2   高年齢者の就業と引退に関する希望と実態(イギリス)
(2)   高年齢者の就業と引退の実態(男子55～73歳)

1) 65歳以上層の就業と非就業状態

2) 就業形態

3) 就業者に占める転職者の割合
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4) 強制的定年年齢のある労働者の割合とその定年年齢別分布

5) 引退についての感想
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
3   高年齢者とパートタイム労働(イギリス)

高年齢者の就業・引退希望

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和54年 労働経済の分析



  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
4   高年齢者の就業と引退に関する希望(フランス)

フランスの国立人口研究所による民間企業労働者の引退年齢と引退希望年齢に関する調査結果である。

1) 経営形態,職種,性別引退年齢

2) 経営形態,職種,性別引退希望年齢
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
5   柔軟性のある引退(EC)

(1)高年齢労働者の早期退職は経済危機時に産業再編成を容易にするために避けられない。しかし直
接雇用に影響を及ぼすので,労働者の自発性を維持することが重要である。

1つの案として,一定の範囲で引退年齢を選択できるようにするか,または職業生活の最後の段階で短
時間労働に従事するようにするか,2つの可能性を導入することによって年金制度の修正を目ざすべ
きである。 

(2)パートタイム労働者については,フルタイム労働者と同じ社会的権利と義務を付与するとともに,
パートタイム労働の形態については,労働時間を半減するものだけに限定せず,日週,月,年それぞれの
単位で労働者の要求に見合つた種々のパートタイムの就業形態が開発されるべきである。高年齢労
働者にとっては職業生活から引退生活への漸進的な移行が望ましいが,パートタイム労働はこうした
柔軟な引退制度として調査,研究されるべきである。 

資料出所 EC“Work-sharing”1979年5月(注) EC委員会が1979年5月, EC大臣会議にむけて公表したワー
クシェアリングに関するコミュニケより抜粋。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)

欧米諸国では,労働者が自分自身の引退年齢を選択できるようにする,あるいは職業生涯の最後の段階で労
働量を減少させ,漸進的に引退できるようにする弾力的な引退を可能にする措置が年金制度上とられてい
る。以下はその概要である。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
1)   アメリカ

受給開始年齢は原則として65歳であるが,年金加入期間10年以上で62歳に達した者には月率5/9%の減額
率(年率6・2/3%,62歳時には20%減額)で年金を受給できる。また,引退を65歳以降に繰り延べた場合は65
歳から72歳までの繰り延べ年数1年につき1%の増額年金が支給される。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
2)   イギリス

受給開始年齢は原則として65歳(女60歳)であるが,高年齢者が引退した後,使用者が失業登録をしている若
年者を代りに雇いいれる場合には,男子は64歳(1979年5月～1980年3月の間は62歳),女子は59歳から早期
引退年金を支給する暫定措置を実施(1977年4月以来)。引退を繰り延べた場合には,65歳から70歳までの
繰り延べ年数1年につき6.5%の増額年金が支給される。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
3)   西ドイツ

受給開始年齢は原則として65歳(女子60歳)であるが(イ)年金加入期間35年以上で63歳に達した者,(ロ)重度
身心障害者と労働不能の者で62歳に達した者,および(ハ)過去18ヵ月間に12ヵ月以上失業している者で60
歳に達した者は老齢年金を減額なしで受給できる。

引退を繰り延べた場合には,65歳から67歳までの繰延べ年数1年につき年率7.2%の増額年金が支給され
る。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
4)   フランス

受給開始年齢は原則として65歳であるが(イ)年金加入期間37.5年以上の女子については63歳,(ロ)苦痛を伴
う労働に従事してきた者,3人以上の子供のある母親,身心障害者,退役軍人は60歳から,いずれも減額なしの
老齢年金が支給される。また,(ハ)60～65歳の間,1年につき5%の減額率で早期年金を受給できる(60歳時
受給の場合,被保険者期間中,最も高い賃金収入のあった10年間の平均賃金額の25%相当)。さらに,(ニ)失
業保険への加入期間が10年以上ある者で過去5年間に継続して1年以上,あるいは断続的に730日以上就業
していた者は60歳から最終賃金の70%の年金を通常の老齢年金の支給開始まで受給できる。

引退を繰り延べた場合には繰り延べ期間1四半期につき1.25%,(1年につき5%)の増額年金が支給される。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
5)   イタリア

受給開始年齢は原則として60歳(女子は55歳)であるが,年金加入期間35年以上の者であれば年齢にかかわ
りなく減額なしの老齢年金を受給できる。

引退を繰り延べた場合の増額はない。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
6)   ベルギー

受給開始年齢は原則として65歳(女子は60歳)であるが,(イ)年金加入期間45年以上の者と,苦痛を伴う労働
に過去15年間のうちの5年間,もしくは過去のいずれかの時期に12年間従事してきた者は64歳,(ロ)鉱山労
働者のうち地表労働者は60歳,地下労働者は55歳からいずれも減額なしの老齢年金を受給できる。ま
た,(ハ)60歳以上の男子,55歳以上の女子につき,使用者が当該高年齢者右引退させるかわりに,30歳未満の
労働者を雇い入れる場合,引退した労働者に対して,通常の老齢年金受給まで特別の年金が支給される。支
給額は通常の失業手当+(最終賃金と失業保険金との差の2分の1)で,ほぼ所定内賃金の80%に相当する。
(ニ)60歳以上の男子,55歳以上の女子で1年以上失業している者に対しても(ハ)と同様の年金(代替雇用不
要)が支給される。

引退を繰り延べた場合の増額はない。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
7)   デンマーク

受給開始年齢は原則として67歳(単身女子62歳)であるが,(イ)健康その他特別の事情のある者は60歳から
減額なしの老齢年金が受給できる。(ロ)失業保険への加入期間が5年以上あり,かつ,過去4年間に6ヵ月以上
就業したことのある者は60歳から特別早期年金を受給できる。早期引退の最初の2年半は失業保険金と同
額(=前職所定内賃金の90%),次の2年間は失業保険金の80%,通常の老齢年金受給までの残余期間は失業保
険金の60%が支給される。

引退を67歳よりも繰り延べた場合,67歳から70歳までの繰り延べ年数につき,半年率5%(年率10%)の増額
年金が支給される。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
8)   ルクセンブルグ

受給開始年齢は原則として65歳であるが,(イ)年金加入期間40年以上の生産労働者は62歳から,(ロ)年金加
入期間15年以上の職員層は60歳から,いずれも減額なしの老齢年金を受給できる。(は)鉄鋼労働者には57
歳から,退職前3年間の平均賃金の85%が,通常の老齢年金の受給開始時まで支給される。この制度は将来,
他の産業にも適用が拡大される予定である。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-2   高年齢者の就業と引退をめぐって―最近の欧米諸国における動向―
6   弾力的引退と年金受給(各国)
9)   スウェーデン

受給開始年齢は原則として65歳であるが,(イ)月率0.5%(年6%)の減額で60歳から受給できる。(ロ)60歳か
ら70歳の間半額年金,70歳以降フル年金を受給することもできる。(は)フルタイム労働からパートタイム
労働に移行したことに伴う減収を補填する部分年金を60～65歳の間受給できる。詳細は,参72～76頁,
「部分年金の実施とその影響」(スウェーデン)を参照のこと。

引退を65歳よりも繰り延べた場合,65歳から70歳までの繰り延べ年数につき月率0.6%(年率7.2%)の増額年
金が支給される。

資料出所 アメリカ 保健・教育・福祉省 “Social Securijty Programs in the United States”

その他 Industrial Relations Services“Europeanln dustrijal Relations Review”,

International Socjal Security Associations“Retirement Age Practices in Ten Indu strialSocieties1960-
76”等。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-3   実在標準労働者の賃金カーブの推計

製造業中分類で,標準労働者の所定内賃金を経験年数(勤続年数)で説明する回帰式を昭和45年と昭和53年
とについて推計した。なお,推計に用いたモデル式は次のとおりである。

W=a1S+a2S2

W:各歳賃金と初任給(高卒については18歳賃金,大卒については22歳賃金)との差

S:初任者年齢(高卒については18歳,大卒については22歳)との差

第1表 実在標準労働者の賃金カーブの推計
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第2表 実在標準労働者の所定内賃金
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-4   一律定年制のある企業の雇用継続年齢

労働省「雇用管理調査」 (53年)を用いて,一律定年制のある企業において再雇用制度,勤務延長制度によっ
て雇用が継続される年齢を試算した。試算は企業規模別に行ったが,以下では1,000人以上規模企業につい
て記述する。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-4   一律定年制のある企業の雇用継続年齢
(1)   企業の定年年齢の分布

1) 一律定年制における定年年齢階級別企業数の割合について5,000人以上規模と1,000～4,999人規
模を加重平均し,1,000人以上規模企業の定年年齢分布を求める。 

2) これをもとに56歳から61歳の各歳ごとに当該年齢ないし当該年齢以上の定年年齢を定めている
企業の割合を算出する。結果は次のとおりである。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-4   一律定年制のある企業の雇用継続年齢
(2)   再雇用制度による雇用継続

1) 同様の方法で一律定年制における再雇用制度の最長期間別企業数の割合を求める。 

2) 56歳定年および59歳定年企業における割合が不明であるので,これらは当該定年年齢前後の定年
年齢企業における割合の平均値を用いる。 

3) 1)および2)は各定年年齢企業を100にした割合なので(1)1)の定年年齢分布を乗じて,一律定年制の
ある企業全体に占める割合に転換する。結果は次のとおりである。

4) これを雇用継続年齢別に次のように累積する。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-4   一律定年制のある企業の雇用継続年齢
(3)   勤務延長制度による雇用継続

計算法は再雇用制度の場合と同じであるが,ただ,再雇用制度,勤務延長制度を併用している企業があるので
重複分を除外する。その際,定年制を定めている企業で勤務延長制度(再雇用制度との併用を含む)のある
企業のうち勤務延長制度のみとする企業の割合(1,000人以上規模33.8%)を求め,これを一律定年制企業に
ついても同一と仮定する。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
3-4   一律定年制のある企業の雇用継続年齢
(4)   年齢別雇用継続企業の割合

(1),(2),(3)の結果を雇用継続年齢別に合計すると結果は次のとおりである。
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-1   貯蓄物価上昇率および貯蓄利回り
(1)   貯蓄物価上昇率の試算方法

イ,貯蓄増強中央委員会「貯蓄に関する世論調査」 (50年)により, 「貯蓄目的」のうち「納税のた
め」,「その他」,「不明」を除いて回答割合の百分比を求める。

次に,それぞれの貯蓄目的に対し,下記のように物価指数を対応させ,先に求めた百分比をウエイトと
して加重平均して貯蓄物価指数を求める。 

ロ,貯蓄目的と物価指数の対応関係は次のとおり。

「病気や不時の災害」,「老後の生活」,「貯蓄していれば安心」,,,,,,,,,,,,総理府統計局「消費者物価
指数」の「総合」

「子供の教育費,結婚資金」,,,,,,,,,,,,,,,,同「教育関係費」

「まとまった金額の物品購入」,,,,,,,,,,,,,,,同「家具什器」

「旅行など余暇を楽しむ」,,,,,,,,,,,,,,,,同「教養娯楽」

「土地,家屋の購入,改築」,,,,,,,,,,,,,,日本不動産研究所

「全国市街地価格指数」と建設工業経営研究会「木造住宅建築費指数」(東京)をそれぞれ
0.4,440.556のウエイトで加重平均した。

このウエイトは,50年度に住宅金融公庫融資をうけた世帯のうち50年において土地,建物をともに購
入した世帯が,それを購入するに要した費用(土地：606万円,建築費：759万円)から算出した。 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-1   貯蓄物価上昇率および貯蓄利回り
(2)   試算結果

所得階級,年齢階級別貯蓄物価上昇率の推移
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-1   貯蓄物価上昇率および貯蓄利回り
(3)   貯蓄利回りの試算方法

イ,総理府統計局「貯蓄動向調査」 (50年)により,所得,年齢階級ごとに貯蓄形態別構成比を求め,それ
により,各年の貯蓄形態別利回りを加重平均する。 

ロ,貯蓄形態別利回りは次のとおり(社内預金以外は,日本銀行「経済統計月報」による)。

通貨性預金(郵便局)……通常貯金金利,通貨性預金(銀行)……普通預金金利,定期性預金は1カ年もの
の金利,生命保険……30歳加入30年養老保険の予想配当率,株式……配当利回り＋東証株価指数上昇
率,債券……上場債券平均利回り,信託……貸付信託(5年)および金銭信託の予想配当率の単純平均,社
内預金……労働省調べ(各年3月) 

ハ,通貨性預金,定期性預金,信託の利回りは各年7月1日現在 
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-1   貯蓄物価上昇率および貯蓄利回り
(4)   試算結果

所得階級,年齢階級別貯蓄利回り
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-2   賃金,物価および貯蓄の関係
(1)   試算方法

賃金上昇による実質賃金の増加分と,賃金上昇により物価が上昇し,その結果生ずる実質利回り低下による
実質貯蓄の減価分との関係を次のように定式化した。

数式

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和54年 労働経済の分析



  

昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-2   賃金,物価および貯蓄の関係
(2)   試算結果

実質賃金増加額が物価上昇による実質預金減少額を上回るための,賃金から物価への波及度限度
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昭和54年労働経済の分析 参考資料
4-3   住宅ローン返済負担の試算
(1)   試算方法

イ,地価,建築費,金利,住宅金融公庫融資条件,家計収入,家計貯蓄などの条件を折込んで借家・借間世
帯が,一定規模の住宅を購入するとした場合に必要となる月々の返済額を求め,これの可処分所得に
対する割合を求める。 

ロ,50年の土地取得費は,住宅金融公庫「一般個人住宅資金利用者調査報告」 (50年度)により,50年に
土地を取得した利用者平均の土地取得費用606万円(平均土地面積; 225m2,また,50年の建築費は50
年に土地を取得し建築した人の平均建築費759万円(平均建築面積;94m2)をとった。

ハ自己資金額は,総理府統計局「貯蓄動向調査」における借家・借間世帯の貯蓄残高(ただし,生命保
険を除く),公庫融資額は,首都圏の場合の木造の最高融資額で25年返済とする。銀行住宅ローン額は,
取得費から自己資金,公庫融資額を差引いた額とし,20年返済とする。

ニ,返済は,毎月均等返済とする。また,住宅ローン金利は非提携もの(各年6月末)をとった。可処分所
得は総理府統計局「家計調査」による借家・借間世帯のもの。 

ホ,算式は次のとおり。

a=Ar/1-(1+r)-n

A:元金

r:月利

a:毎月の返済額

n:返済月数 
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4-3   住宅ローン返済負担の試算
(2)   試算結果

住宅ローン返済負担の推移
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4-4   年間労働時間の国際比較
(1)   試算方法

製造業生産労働者の年間実労働時間の国際比較を次のようにして行った。

日本は,労働省「毎月勤労統計」 (事業所規模5人以上)による月間総実労働時間×12ヵ月とした。日本の
30人以上規模は生産労働者で,5～29人規模は労職計である。したがって規模計(5人以上)にも5～29人規
模の職員の分を含む。EC各国の1975年(事業所規模10人以上)はEC″LaborCosts inIndustry”(1975)を用
い,1978年はILO“Year BookofLab or Statis-tics”により延長推計した。アメリカは,労働省統計情報部推
計の「休日こみ週あたり労働時間」×52週とした。

日本,アメリカの数値にはパートタイマーを含んでいるほか, ECの調査でもパートタイマーが含まれてい
ると思われるので,パートタイマーを除去した年間労働時間も合わせて推計した。推計のために利用した
製造業のパートタイマー比率,パートタイマーの労働時間は,次の表のとおりである。
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4-4   年間労働時間の国際比較
(2)   試算結果

年間実労働時間の国際比較
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4-5   労働生産性の向上と賃金,労働時間の改善
(1)   試算方法

労働生産性向上による賃金,労働時間の改善度を製造業について次の方法により試算した。

数式

すなわち

労働時間の減少率＋実質賃金増加率=売上高人件費比率の変化率＋時間あたり労働生産性の変化率+生産
者価格と消費者物価の相対価格の変化率

なお,試算にあたって,相対価格の変化率には,卸売物価指数と消費者物価指数の相対価格指数を用いた。
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4-5   労働生産性の向上と賃金,労働時間の改善
(2)   試算結果

労働生産性の向上による賃金,労働時間の改善
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各国の分配率および付加価値率の推移
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4-6   労働時間短縮と雇用,労働生産性

労働時間短縮は雇用需要面へ様々な効果をもたらすとみられるが,雇用需要はそのほか,経済成長率,労働生
産性など多くの要因により影響をうけるため,労働時間短縮による雇用需要増大効果を直接測定すること
はむかずしい。そこで,労働時間短縮の労働生産性への影響を測定し,時間短縮が行われた場合に雇用需要
拡大に向かわずに労働生産性上昇によって吸収される程度をみることにより,間接的に労働時間短縮と雇
用需要との関係をみることとした。労働時間と労働生産性との測定結果は次のとおりである。

労働時間短縮による労働生産性への効果
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